
₁．問題

「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す
る調査」によると、2011年度の全国の不登校児童生
徒数は、小学校22,622名（0.33％）、中学校94,836名
（2.64％）である（文部科学省, 2012）。不登校児童生
徒数としては漸減傾向にある。そうした中で、奈良県
は、小学校316名（0.41％）、中学校1,214名（2.87％）と、
全国で５番目に高い割合である。不登校児童生徒の全
国順位は、昨年度と同じであるが、小学校においては
児童数の総数が減少したにもかかわらず、不登校児童
が昨年度に比べて10名増加しており、支援を必要とし
ている児童は増加している。

不登校が減らない現象を、針塚（2008）は、「不登

校の常態化」と呼び、不登校を「心の問題」として捉
え、「子どもが自身の力でそれを乗り越えることを見
守り支える」という考えが主流になり、登校刺激に保
護者も教員も消極的になっていると論じている。また、
斉藤（2008）は、このような不登校の現象を「家庭原
因論」と「学校原因論」の間を揺れながら、誰にでも
生じる救難信号として、社会的に定着したとしている。

不登校の原因論については、1960年以前は、母子分
離不安といった親子関係に原因があるとする「家庭原
因論」が主であったが、1970年以降に「学校原因論」
が中心となった。1992年には、文部省（当時）が、不
登校は、状況次第で誰でも生じる問題という見解を出
した。それを受けて、適応指導教室が設置されたり、
スクールカウンセラーが学校内での不登校相談の役割
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を果たしてきたが、その一方で、現場の教員が中心と
なった不登校問題の積極的解決が回避される傾向もな
いわけではなかった。しかし、不登校が減らないだけ
でなく、ひきこもり現象が問題ともなってきているこ
とも新たな特徴である。そこで、文部科学省は2003年
に政策を転回させ、学校復帰を積極的に行うように指
示を出した。「不登校問題に関する調査研究協力者会
議」において、不登校の新たな原因として、発達障害
が原因で人間関係や学習につまずき、不登校に至って
いる事例も少なくないと指摘した。

発達障害と不登校の関連についての調査研究は、鳥
取県の全小中学校を対象に調査した小枝（2002）、小
児科や精神科を受診した発達障害と診断された児童生
徒の不登校状況を調査した塩川（2007）、斉藤（2010）、
また、東京都の情緒通級指導学級に通級する児童生徒
を対象に調査した石井ら（2008）のものがある。筆者
ら（2011）は、奈良県のLD等の通級指導教室に通級
する児童を対象に調査した。それぞれが、特定の地域
や病院での調査結果ではあったが、発達障害の児童生
徒の10％～ 30％に不登校状態があると想定できる結
果であった。

2011年８月に行われた文科省の「不登校問題に関す
る調査研究協力者会議」では、「不登校の中で発達障
害の割合が３割くらいと言われている」とあり、発達
障害の調査項目の協議が行われている。

このように、日本において不登校の原因や支援の方
法については、長年にわたり調査や研究が行われてき
た。しかしながら、不登校の児童生徒数の減少にはい
たっていないのが現状である。

現時点においては、「家庭」「学校」「発達障害」の
３つが相互に関係して不登校の状態に至るのではない
かと考えられている。また、その支援方法を考えると
きには、不登校期間を逃避期、苦悶期、休息期、回復
期に分け、支援開始時期がどこの時期にあたるのか、
また、不登校の開始時期や長さに留意する必要がある
とされている。同時に、不登校児への教育的支援の方
向については、特別支援教育の視点からも検討を加え
る必要がある。

また、発達障害傾向のある不登校児童への教育的支
援を考察するに当たり、一般的な不登校のタイプや定
義などにあてはめながら、個々の事態や背景をきめ細
かく分析する必要があると考えた。

発達障害が原因で不登校となっている児童生徒は、
文部科学省の不登校の定義とタイプ分けでは、「不安
等の情緒的混乱」型と「無気力」型の２つの型の中の
いずれかに分類されていると考えられる。しかし、こ
のタイプ分けの状態像の項目において、発達障害が原
因で不登校になっている児童生徒の状態像は、２つ型
の状態像が混ざり合っていると考えられる。

今井（2000）は、不登校を「優等生息切れ型」「甘

え依存型」「怠学傾向型」「発達・学力遅滞型」の４つ
に分類している。しかし、「発達・学力遅滞」が原因
で不登校になった場合は、「怠学傾向型」の状態と重
なると考え３つの分類に絞った。この３つの分類は、
発達障害が原因で不登校状態にある児童の状態とほと
んど合致する。特に父子・母子関係は、不登校の原因
が家庭にあると言われる理由が明確に示されている。

斉藤（2010）は、「不登校の定義と出現の背景要因」
として、不登校を過剰適応・受動性・受動攻撃性・孤
立という観点からとらえ、５種類の分類を臨床的に有
意義なものとして提案している。

斉藤（2010）の分類を今井（2000）の分類に重ね、
発達障害傾向がどのような型に含まれるかを検討して
みた。仲間集団から孤立しないことに気を使い疲弊し
てしまう一般的な不登校の「過剰適応型不登校」は、
PDD傾向の「優等生息切れタイプ」が含まれると考

表１　不登校の定義とタイプ分け（文部科学省15年度）

表２　今井による分類

表３　斉藤による分類

今西　満子・岩坂　英巳・玉村　公二彦

236



援を検証することである。その上で、事例的な検討と
して、小学校１年生で登校しぶりが出現し、４年生５
月までの３年７ヶ月間は、母親主導で従来の不登校支
援を行ってきたB児の事例などを考察することにある。

A市では、平成24年度の新規事業として、「発達障
害が原因で不登校傾向にある児童生徒に対する支援事
業」を立ち上げ、A市教育センター内において、不登
校支援に特別支援教育の視点を取り入れた不登校支援
教室を開設した。同センター内には、他にも不登校支
援事業として、学習支援や集団セラピーやカウンセリ
ングなどの支援がある。

同センターの不登校支援を必要とする保護者は、カ
ウンセラーとの親子面談後に、在籍校を通して、同セ
ンターに支援を申し込む。それを受けて、個々に必要
な支援事業が決定され、支援が始まる。特別支援教育
の視点を取り入れた不登校支援教室は、火、水、木の
午後２時から４時までの２時間の開室とし、年間30週
実施している。各曜日の３グループ制で、１グループ
の上限は８人としている。指導者として、リーダーと
サブリーダー、３人の学生スタッフの５人が当たって
いる。サブリーダーは、保護者支援として、ペアレン
トトレーニングを別室で実施している。

2012年５月～ 2012年11月までに、発達障害傾向と
思われる不登校状態の児童生徒17人の支援を行った。
発達障害の状態像としては、その多くがPDD圏内に
あり、特に言語発達遅滞、社会性やコミュニケーショ
ンに課題が見受けられた。

なお、報告にあたっては保護者の了解をいただくと
ともに、事例が特定できないように記述には配慮を
行った。

₃．結果

₃．₁．₁．A市不登校支援教室における子どもの状
態像

不登校支援教室で支援を受けている、もしくは、相
談に訪れた子どもは、大きくは、３つのタイプに分け
られる。すなわち、PDD傾向があり知的水準が高い群、
PDD圏内にあり母親への依存が高い群、LD傾向が学
習の定着に困難がある群である。

PDD圏にあるアスペルガー障害や高機能自閉症の
子どもは、「過剰適応型不登校」「優等生息切れ型」の
状態が、初期の逃避期に見られた。不登校傾向の出現
年齢は、小学校低学年であるが、家庭環境要因によっ
て、思春期には、「受動攻撃型不登校」に推移するな
ど予後に相違がある。PDD圏の境界線にあり中位知
的水準の子どもは、「受動型不登校」「甘え依存型」の
状態が、初期の逃避期に見られる。不登校傾向の出現
年齢は、小学校中学年にある。LD傾向があり、中位
から知的障害境界線にある子どもは、初期の逃避期に

えられる。思春期の開始期に脆弱性が高まるタイプ
で、活発な活動に圧倒され、萎縮してしまう「受動型
不登校」は、LD傾向がある「甘え依存型」が含まれ
ると考えられる。能動的な生き方をあきらめ、変化や
進歩を拒むことで大人に反抗している「受動攻撃型不
登校」は、PDD傾向のある「優等生息切れタイプ」
に家庭の原因が大きい場合が含まれると考えられる。
同じ見かけ、感性、行動を共有しようとする傾向があ
る思春期の仲間集団から排除された「衝動型不登校」
は、PDD傾向があるにもかかわらず、それが軽度で
あるために性格の偏りと受け止められて、いじめの対
象となり、被害者意識が高まり疎外感を強く持ったり
したタイプが含まれると考えられる。

斉藤（2010）の分類は、不登校出現期が思春期の一
般的なケースの分類ではあるが、子どもの特性が要因
となる「発達障害原因論」と環境的な要因としての
「学校原因論」や「家庭原因論」が絡んでいると考え
られる。

発達障害傾向のある不登校児童への教育的支援を行
うためには、児童生徒の発達障害の状態、年齢、不登
校の逃避期であるのか、苦悶期、休息期、回復期にあ
るのかを見極め、直接支援する保護者・担任などの要
因を合わせて、分析し考察する必要があると考える。
つまり、不登校は、発達障害等の認知特性や知能など
子どもの状態と環境（母親、カウンセラーや学校関係
者）が関係し、不登校出現年齢やその経過や予後が変

るのではないかと考え、表４のような分類を試みた。
以上のような不登校の複雑な原因論を踏まえて、発

達障害のある不登校児童への教育的支援のあり方を実
践的に検討することが課題となっている。

₂．目的と方法

本報告の目的は、A市において不登校支援教室を立
ち上げ、そこで、筆者らが行ってきたLD等の通級指
導教室での教育的支援（2005 ～ 2010）と同様の内容
の支援を行い、発達障害傾向のある不登校児童への支

表４　発達障害傾向のある不登校児童の分類

発達障害傾向のある不登校児童への教育的支援
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は、「受動型不登校」「発達・学力遅滞」の状態を示す。
不登校出現年齢は、環境によって左右される。環境改
善がなされなかった場合、学年が上がるにつれて「怠
学傾向型」に陥る可能性が高い。表５に不登校支援教

室へ参加している児童の分類を示した。
₃．₁．₂．子どもへの支援

不登校支援教室では、まず、心理検査（WＩSC-Ⅲ）
を実施し、認知特性を分析し、不登校状態を招いた原
因を仮定しそれを改善する計画を立てる。

週３回、15週を計画し、大きく小学生と中学生の２
グループに分けて、ソーシャルスキルトレーニングと
学習支援を実施する。子どもの心理状態や不登校状態
に合わせて、グループや参加日を決定する。併せて、
必要に応じて、親子面談を実施する。
₃．₁．₃． 保護者への支援

子どもの活動と並行して、ペアレントトレーニング
を実施する。併せて、必要に応じて、個別面談を実施
する。ペアレントトレーニングは、他の保護者とのグ
ループ制になるため、閉塞状態であった母親には、仲

間の存在に安心感が生まれる。
₃．₁．₄． 担任への支援

子どもが登校出来ている場合は、学校を訪問し行動
観察を実施し、心理検査の分析結果を参考にし、子ど
もの心理状態を分析し、今後の具体的な支援について
担任に助言を行った。併せて、担任には、グループ活
動の見学を促している。
₃．₂．₁．事例の概要

B児は、C大付属幼稚園より地元のD小学校に入学
した。１学期は、偏食があるため給食を嫌がっていた

が、２学期は、９月末の運動会までは、元気に登校し
ていた。しかし、体育の日に幼稚園時代の友だちと一
緒に遊んだ帰りの車の中で、突然、泣き出し、次の日
から登校を渋りを始めた。母親が付き添って登校する
が、母親から離れられず、母親が教室に入ることが認
められなかったため、だんだん登校もできなくなって
いった。母親は、不安になり、E機関でカウンセリン
グを受け始めた。

２年生の担任は、弁当を持参しての母子登校を認め、
１日学校で過ごすことができるようになっていた。
しかし、E機関のカウンセラーは、無理して登校する
ことより、１ヶ月間の自宅休養を勧めた。母親は、そ
れを実行してみたが、子どもに変化はなく、母子登校
を再開した。担任から、小児精神科の受診を勧められ
た。病院で、様々な心理検査（WＩSC-Ⅲを含む）を
受けたが、医師からは、登校支援の具体的な対応を指
導されることもなく、発達障害の診断をされることは
なかった。担任の支援を受けながら、母子登校を続け
ることで、徐々に元気を取り戻し、３年生では、一人
で登校できるようになった。

しかし、４年生になり、校門まで登校し、大声で泣
き叫ぶことが始まった。仕方なく、そのまま下校する
日がほとんどであった。遅刻と早退を繰り返し、教室
の中に入ることはほとんどなかった。次第に欠席日数
が増えていった。

５年生になり、担任が初めて男性になった。校門で
泣き叫ぶ日が続いた。教室まで行けるようになったが、
教室に入ることを嫌がり、廊下で泣き叫ぶことを繰り
返した。そして、５月末の運動会予行の日から、登校
できなくなった。

母親は、発達障害の診断は受けていないものの発達
障害の症状によく似ている言動が多いことが気にな
り、６月上旬、A市教育センターに相談に訪れた。

教育センターでは、WＩSC-Ⅲの結果や母親からの
生育歴の聞き取り等を総合して、発達障害の傾向があ
ると判断し、不登校支援教室の体験学習に至った。体
験当日は、エレベーター前で、体験学習を拒み、別室
に20分ほど滞在後に帰宅した。

B児は、表４ のWＩSC-Ⅲ90 ～ 100代の分類に当て
はまる。逃避期は、「優等生息切れタイプ」、４年生の
苦悶期には、母子関係に変化があり、「甘え依存型」
にあったと思われる。発達障害に気づかれず、独自の
価値観に支配された状態で休息期を迎えていた５年生
の６月より、A市不登校支援教室での支援が始まった。
₃．₂．₂．認知特性とつまずき

筆者ら（2011）は、発達障害傾向の不登校児に関し
て、WＩSC-Ⅲのプロフィールの分析を行っているが、
B児は、言語理解が高く知覚統合が低い群に属すると
考えられた。

B児には、視機能の問題だけでなく、運動能力や体

表５　不登校支援教室への参加児の実態

表６　ペアレントトレーニングの内容
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₃．₃．₄．具体的支援-B児の野外活動への参加
B児と母親と筆者が３人で、野外活動参加のための

作戦会議をもった。B児は、キャンプファイアーに参
加したいという思いをもっていたので、それを目標に
設定した。しかし、B児は、母親に送迎してもらいた
いという思いがあり、活動場所が遠方のため参加を希
望しないとも考えているようだった。この「行かない
理由」は、むしろ初めての場所や初めての活動への不
安の方が大きいと考えられた。そこで、母親に、家族
で野外活動場所を訪れ、施設の確認とプログラムの中
にあるフィールドアスレチックの体験を事前に行うこ
とを助言した。すると、父親の協力を得て、家族で、
事前に体験を済ませ、不安の軽減に成功した。

当日は、母親の車で現地に向かい、入所式から参加
し、午後からの活動のフィールドアスレチック、カレー
作りまで参加した。後日、B児から「50％」と嬉しそ
うに報告を受けた。その後、学校での滞在時間が、２
時間から４時間になった。また、５年生になって、初
めての教科である家庭科を「見学してみる」と言い出
した。

₃．₄．再登校事例
2011年度から、支援相談してきた17人の児童生徒の

うち、４人以外は、登校改善の兆しが見られたが、そ
のうち、２名について説明をする。

F児は、６年生で支援を開始。４年生の時の「居残
り学習」を境に、「学校には行かない」と決めていた。
しかし、放課後には友だちと遊べる状態が続いており、
１学期４月末の修学旅行には参加できていた。そこで、
６月に親子面談を実施し、視覚支援を活用しながら、
社会自立するまでに後何年あるか、どんな生活をする
のかなど、時系列に将来の見通しを持たせ、逆算し今
何をしなければならないか、何の勉強が必要か、考え
させた。そして、そのためには、「学校には行かなく
てはなりません」という話をした。すると、「明日の
午後から、学校に行く」とすぐに返事をした。１学期
は、午後からの登校で、時々欠席していたが、「学校
に行けているから、不登校支援教室には行かない」と
センターには来所していなかった。夏休み中の不登校
支援教室での活動の様子を担任に参観に来てもらい、
リーダーから担任にF児の学習課題や認知特性につい
て、伝えた。その後、F児と個人面談を実施し、F児
のこだわり「学校に行っているから、不登校支援教室
には行かない」を活用して、「学校に行くというのは、
１時間目から６時間目まで学校にいることを言う。欠
席する日があるなら、不登校支援教室に来ること」と
約束した。すると、９月からは、友だちと一緒に登校
し、１日学校で過ごせることができている。運動会の
練習にも全て参加し、組立体操のピラミッドの１番上
に上がったと母親から連絡があった。

性感覚にも課題が見受けられた。低緊張の状態である
ため、椅子に座り姿勢を保ちながら学習をすることに
困難を感じやすいと思われた。難しい漢字や電車の駅
名をよく知っている半面、１年生の算数で学習する
「位置関係」でつまずいていた。また、母親からの聞
き取りから、時間の配分や見通しが弱く、初めての体
験や行事に不安を感じやすいとことが想定できた。さ
らに、語用の問題を持っており、言葉を字義通りに受
け止め、対人関係においてもストレスを感じやすいと
ころがあった。

B児は、「学校は勉強するところ。勉強は家でもで
きるから、嫌な思いをしてまで行く必要がない」と、
学校に行かなくてもいい理由となる理屈を持ってい
た。さらに、毎年クラス替えが行われ、担任も代わる
ため、再登校しても友だち関係やクラスのルールなど
に不安を感じやすいと思われた。

₃．₃．B児への支援教室での取り組み
₃．₃．₁．B児への支援

B児には、親子面談をまず実施した。プレイルーム
で一緒に遊びながら、再登校計画をB児に立てさせた
ところ、喜んで積極的に計画し始めた。再登校計画で
は、「泣く」行動を止めさせることを目標にした。45
分間教室滞在でのポイント制トークン表に、目標行動
の評価を組み入れた。

また、次の不登校支援教室の学習日に出席すること
を約束させた。
₃．₃．₂．B児の保護者への支援

母親は、子どもに対する不安感を解消するために、
E機関のカウンセラーに３年間頼ってきた。しかし、
そのカウンセラーと学校との連携がない状態であった
ため、母親自身が担任や学校への協力を直接求めなけ
ればならなかった。しかし、登校状態が改善しないた
め、学校に具体的な支援を求めることができていな
かった。

そこで、母親には、グループのＰＴ以外にも個別の
面談や送迎時の会話を持つようにした。そして、B児
の認知特性の理解を求め、その対応の仕方を具体的に
助言した。母親の精神的な安定が表情や言動から伝わ
るようになった。
₃．₃．₃．B児担任への支援

B児は、１日２時間程度ではあるが、順調に再登校
を続けているので、学校訪問を実施し、B児の行動、
クラスの友達関係、担任との関係を観察した。放課後、
担任と面談し今後のB児への支援について話し合っ
た。担任の話から、前任者からの引き継ぎが十分され
ていないことやB児親子へ関わり方が消極的であるこ
とが理解できた。担任との信頼関係の構築のために、
具体的に何をすれば良いのかを徐々に助言していく支
援を続ける必要があると思われた。
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G児も６年生で、４年生から、登校渋りが始まり、
通級指導教室に通っていたが、５年生から完全に登校
できなくなっていた。G児は、消極的なコミュニケー
ションしか行わず、頑なに「学校には行かない」と明
言し、母親も諦めていた。そこで、積極的な登校刺激
は一切せずに、周りの子どもたちが登校改善していく
姿を母子ともに意識させるようにした。すると、母親
から、「可能なら中学から登校させたい」という話が
出てきたので、親子面談を行うと、G児には、「将来
の夢」がはっきりとあることが分かった。そこで、F
児と同様の登校の必要性を話した。しかし、学校への
拒否感が強くあったので、母親にも家庭においても、
少しずつ登校刺激を行ってもらった。それと並行し学
校と連絡を取り合い、担任に不登校支援教室を参観し
てもらい、G児の認知特性を理解してもらうとともに、
接し方や話しかけ方、その内容まで、助言した。初め
て担任と顔を合わしたG児であったが、担任や一緒に
訪れた特別支援教育コーディネーターと活動を共にし
た。すると、安心したのか担任からの誘いを受けて、
次の日から登校を再開した。まだ完全再登校には至っ
ておらず、別室登校ではあるが、教室内では、他の友
だちと積極的に関わりをもつことができている。

₄．考察

A市不登校支援教室では、まず始めに個々の子ども
の認知特性のアセスメントを行う。そして、保護者
や担任から、不登校の傾向の兆候が出現したころの
子どもの様子や出来事を聞き取り、WＩSC-Ⅲのプロ
フィールを基に不登校の状態に陥った理由や原因の仮
説を立てる。つまり、「発達障害原因論」を中心に置
きつつ、原因探しをするのではなく、子どものつまず
きを理解することを基本にする。

子どもには、つまずきを改善するためのSSＴやコ
ミュニケーションスキルを高めるためのグループ指導
を実施する。保護者には、同じ悩みをもつ保護者のグ
ループでペアレントトレーニングを実施し、保護者の
不安を解消するとともに家庭環境の改善を図ってい
く。担任には、子どもの認知特性やつまずきの原因を
理解してもらい、具体的な対応法を提案する。子ども
へのアプローチだけでなく、環境の問題（家庭・学校）
を解決していくことが求められる。

本稿であげた事例の登校状態が改善した理由を「発
達障害の改善」とは言い難い。しかし、子どもたち自
身が、自分自身を自己認識し、周りの大人が、彼らの
特性を理解して、具体的な支援を行ったことが有効で
あったと考えられる。

従来の一般的な不登校への対応・支援のあり方は、
子どものエネルギーが高まるまで、時間をかけて見守
る、つまりは、「しばらく休ませてあげましょう」と

いう助言をしてきた。そして、「それでは、不登校に
なってしまう」と考えてしまう保護者に対して、「学
校が辛いのなら、別に行かなくても良い。家でも勉強
できるから」と面談者が助言する場合がある。

そして、保護者がその言葉を「ことばを字義どおり
に捉えてしまうタイプ」の発達障害の子どもに投げか
けてしまえば、「しばらく」は、曖昧な言葉であるの
で、大きな勘違いが起きてしまう。発達障害傾向で不
登校が長期化している子どもの保護者と面談で、「学
校は行かなければならないところなのか」「学校は、
何を学ぶところであるのか」という質問を投げかけて
いると、保護者自身の学校に対する期待のなさや子育
てのビジョンがないことに気づくことがある。発達障
害傾向がある子どもが、社会自立するためには、社会
性を伸ばすことが課題である。学校生活を通して、社
会性が培われることを保護者と共通理解することが前
提になる。そして、担任の理解と協力が不可欠である。
保護者と担任に具体的な支援の在り方を提案し、子ど
もと担任、担任と保護者をつなげていくことが必要で
ある。また、別室登校等の学校側の支援体制について
も提案していくことが必要であると考える。発達障害
傾向の子どもにとって、環境改善は重要な支援ポイン
トといえよう。

さらに、特別支援教育が早期対応・早期療育が大切
であると言われるように、不登校対策にも早期対応・
早期解決が重要である。そのためには、登校渋りでの
気付きと対応が重要といわれているが、ほとんどの
ケースが、不登校の定義である欠席が30日以上になっ
てからの相談である。これは、学校の教員やスクール
カウンセラーの従来の気づきであり、支援開始が遅れ
ているのが現状であり課題である。また、「登校渋り
の定義」がないため、担任の主観に任され、支援が遅
れてしまう可能性が高い。現場の教員が、適切な早期
対応が取れるように、A市不登校支援教室での研究的
な取り組みを継続し、その成果を提示することが喫緊
の課題である。
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